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新座市では、円滑な事業承継を図り、市内事業者の方の事業継続を支援する

ため、事業承継を準備する事業者の方に経費の一部を補助しています。

新座市事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業補助金 

《 お問合せ 》

住所：〒352-8623 新座市野火止1-1-1

新座市 産業振興課

電話：０４８－４７７－６３４６（直通）

《 対象経費 》

○ 事業承継に係る課題分析・コンサルティング費用

○ 事業承継計画作成費用

○ 企業価値算定に係る費用

○ Ｍ＆Ａ買い手先選定などに係る委託・仲介費用

《 対象となる方 》

○ 市内の事務所、店舗等で事業を営んでいる方

○ 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企  

     業者の方（株式会社、有限会社、個人事業主等）

○ 市税を滞納していない方

○ 【法人】 自社内又は第三者に事業承継すること

 を準備・ 検討している事業者の方

【個人事業主】 第三者に事業承継することを準    

備・ 検討している事業者の方

○ 埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター※を利用   

した方（相談無料）

《 補助額 》

○ 補助額：対象経費の１／２の額

○ 補助上限額：1０万円

※ 申請の前に対象経費の事業実施（契約の締結、支払

 いなどを含む）が行われた場合は、対象外となります

のでご注意ください。

申請書のダウンロード、

本補助金の詳細については

こちら（新座市ホームページ）

※ 埼玉県事業承継・引継ぎ支援

センターの詳細については

こちら（同センターホームページ）
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